
成田市地域公共交通会議 運賃協議分科会 運営規程（案） 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は，成田市地域公共交通会議設置要綱（以下「要綱」とい

う。）第１０条第１項の規定に基づき，成田市地域公共交通会議（以下「交

通会議」という。）の運賃協議分科会（以下「分科会」という。）の組織及

び運営に関し，必要な事項を定めるものとする。  

 

（所掌事務）  

第２条 分科会は，道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第９条第４項の

規定に基づき，乗合旅客運送の運賃又は料金に関する事項について協議を行

うものとする。  

 

（組織）  

第３条 分科会は，次に掲げる者をもって組織する。 

（１）要綱第４条第１号の委員のうち市長が指名する者 

（２）要綱第４条第１０号から第１４号までの委員のうち市長が指名する者 

（３）要綱第４条第１６号の委員 

（４）道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第９条第４項第２号に規定す

る一般乗合旅客自動車運送業者 

 

（分科会長）  

第４条 分科会に分科会長（以下「会長」という。）を置く。 

２ 会長は，前条第１号に規定する者が務める。  

３ 会長は，分科会を代表し，会務を総括する。  

 

（会議） 

第５条 分科会は，会長が招集し，議長となる。 

２ 分科会は，委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会長は，分科会を開催するときは，事前に交通会議へ通知するものとす

る。 

４ 委員にやむを得ない理由があるときは，その者の職務を代理又は補佐する

者に代理させることができる。 
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議題（３） 運賃協議分科会及び交通事業分科会の各運営規程案について 



５ 分科会の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは

議長が決するものとする。 

６ 分科会は原則として公開とする。ただし，公開することにより公正かつ円

滑な議事運営に支障が生じると認められるときは，非公開で行うものとす

る。 

 

（報告） 

第６条 会長は，分科会において協議が調った事項について，交通会議に報告

するものとする。 

 

（任期） 

第７条 任期については，第３条第１号から第３号に掲げる者にあっては，交

通会議の委員の任期と同様とし，第３条第４号に掲げる者にあっては，当該

協議が終了するまでとする。 

 

（報償及び費用弁償） 

第８条 分科会の委員の報償及び費用弁償は，要綱第１３条による。ただし，

交通会議と同日開催の場合は，これを支給しないものとする。 

 

（庶務）  

第９条 分科会の庶務は，成田市都市部都市計画課において処理する。  

 

（その他）  

第１０条 この規程に定めるもののほか，分科会の運営に関して必要な事項

は，会長が別に定める。  

 

附 則  

この規程は，令和７年●月●日から施行する。 


